
大山崎町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」 

 

令和５年２月６日策定 

大山崎町農業委員会 

 

第１ 基本的な考え方 

 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号。以下「法」という。）の改

正法が平成２８年４月１日に施行され、農業委員会においては「農地等の利用の最適

化の推進」が最も重要な必須業務として、明確に位置付けられた。 

 

大山崎町の農業を取り巻く現状としては、市街化区域内に小規模な農地が点在して

おり、農業者の高齢化や担い手不足などにより、農地から住宅への農地転用が増加し

ており、また、遊休農地の増加も懸念されるところである。 

一方で、昔から代々引き継いでこられた農地を継続して耕作されている農業者も存

在しており、市街化区域内の小規模な農地をどのように維持していくのかが重要とな

っている。 

 

そこで、「農業委員会等に関する法律」第７条に基づく、大山崎町農業委員会の指

針としては、本町の実情に即した指針として、具体的な目標と推進方法、目標の達成

状況に対する評価方法等を次のとおり定める。 

なお、この指針は、本町農業委員会委員の改選期である３年ごとに、もしくは、農

地等の利用の最適化の推進の状況やその他の事情を考慮して必要があると認めるとき

に、改定するものとする。 

 

 

第２ 具体的な目標、推進方法及び評価方法 

 

１．遊休農地の発生防止・解消について 

（１）遊休農地の解消目標 

 管内の農地面積

（A） 

遊休農地面積 

（B） 

遊休農地の割合 

（B/A） 

現状 

（令和4年4月） 
30   ha 0.1   ha 0.3   ％

目標 

（令和7年3月） 
30   ha 0   ha 0   ％

※管内の農地面積は直近の「耕地及び作付面積統計」における耕地面積を記入 

 



（２）遊休農地の発生防止・解消の具体的な推進方法 

①農地の利用状況調査と利用意向調査の実施について 

農業委員による農地法（昭和２７年法律第２２９号）第３０条第１項の規定によ

る利用状況調査（以下「利用状況調査」という。）と同法第３２条第１項の規定に

よる利用意向調査（以下「利用意向調査」という。）の実施について、本町農業委

員会で協議・検討し、調査の徹底を図る。 

また、日常的な活動の中でも、遊休農地や違反転用の早期発見に努め、確認され

た場合には速やかに改善指導を実施する。 

 

②貸借の促進について 

町内の大半の農地が市街化区域内に存在しているため、農地中間管理機構への貸

付による農地の集積・集約化が困難である。 

そのため、利用意向調査の結果や農業者の意向を踏まえ、農地の貸借の手続き等

に対するサポートを行っていく。 

 

③ 非農地判断について 

利用状況調査によって再生利用が困難と区分された農地については、現況に応じ

て速やかに「非農地判断」を行い、守るべき農地を明確化する。 

 

（３）遊休農地の発生防止・解消の評価方法 

  遊休農地の発生防止・解消の進捗状況は、遊休農地の割合により評価する。 

  単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等について（令

和４年２月２日付け経営第2584号農林水産省経営局長通知）に基づく「農業委員会

の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」のとおりとする。 

 

 

２．担い手への農地利用の集積・集約化について 

  本町の実情を踏まえると、担い手への積極的な農地利用の集積は困難な部分があるこ

とから、農業者や担い手の意向を踏まえ、生産緑地であれば「都市農地の貸借の円滑化

に関する法律」に基づく貸借の手続きをサポートするなど、可能な範囲での農地の利用

集積に努めることとし、市町村、京都府、京都府農業会議、農協など関係団体とも連携

を図りながら進めることとする。 

  また、本町の京力農場プラン（人・農地プラン）の見直しについて、主体的に取り

組んでいくこととする。 

 

 

 

 



３．新規参入の促進について 

 本町の農地の規模を踏まえると、企業による新規参入よりも個人による新規参入を

促進することとし、管内の農地の貸付希望者や借受け希望者、また、新規参入希望者

等の把握に努め、必要に応じて貸借等のサポートを行っていく。 

 

 


